
日頃よりスポーツ行政の推進につきまして、御理解，御協力を賜り，ありがとうござい

ます。 

スポーツ庁といたしましては，医療とスポーツの連携は非常に重要と考えており，そう

したことから，今日，お時間をいただきまして，スポーツを通じた健康増進とそれに関連

するスポーツ庁の取組について御説明をさせていただければと思います。 

 先ず、スポーツ庁についてでございますが，スポーツ庁は，文部科学省の外局といたし

まして平成 27 年 10 月に創設されております。スポーツを通じた健康増進，予防医学に基

づくスポーツの普及をはじめ，アスリートの競技力の向上，スポーツを通じたまちづくり，

スポーツの成長産業化，そういった幅広いスポーツ施策を実施しております。

次に，スポーツ基本計画について御説明させていただければと思います。スポーツ基本

計画は，スポーツ基本法の理念を具体化し，今後 5 年間のスポーツ施策の基本をお示しす

るものでございます。第 2 期のスポーツ基本計画が昨年度末で終了し，今年の 4 月から新

たなスポーツ基本計画がスタートしております。今後 5 年につきましては，国におけるス

ポーツ施策につきましては，この計画に掲げる目標の達成や施策の実現施向けて様々な取

組を行うことになっております。 

スポーツ基本計画では，今後 5 年間に総合的かつ計画的に取り組む 12 の施策を定めてお

り、その中の一つとして「スポーツによる健康増進」を掲げさせていただいております。 

 健康増進のために運動やスポーツがどうして求められているかという背景を簡単にまと

めたものが次のスライドになっておりまして，コロナの影響で外出の自粛により、運動機

会が減少したり，ストレスが増大してメンタルヘルスの問題があったりします。また、少

子高齢化の進展により、地方において高齢化が加速し，国民医療費は年間約 40 兆円を超え

ていると言われ、医療費は増大しています。さらに、社会変化に伴う現代の課題として，

テレワークの増加やデジタル化の進展に伴う運動不足があり，「人生 100 年時代」における

ライフステージに応じた健康確保が必要になっています。こういった背景の中で，スポー

ツは，こういった課題につきまして対応できる価値や可能性を有していると考えておりま

す。 

文部科学省スポーツ庁説明 

「 ス ポ ー ツ を 通 じ た 健 康 増 進 」 
文部科学省スポーツ庁健康スポーツ課長 

和田 訓 
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 これは成人のスポーツの実施率を表したグラフでございます。令和 3 年度のデータでは，

成人の 1 週間以上のスポーツの実施率は約 56％になっております。スポーツ基本計画にお

きましては，成人の 1 週間のスポーツの実施率を 70％に引き上げるということを目標にし

ておりますので，さらなる取組が必要になっております。 

 次に，これは年代別・性別でスポーツの実施率を見たものでございます。左側のグラフ

を御覧になっていただきますと，20 代，30 代，40 代の働く世代や子育て世代でスポーツ

の実施率が下がっているかと思います。また、，男性に比べて女性のほうがスポーツの実施

率が低くなっております。右側がスポーツ実施の阻害要因について表したものでございま

して，「仕事や家事が忙しいから」，「面倒くさいから」といったものが要因として挙げられ

ております。 

只今御説明したような課題や状況を踏まえまして，スポーツ庁におきましては，運動・

スポーツ習慣化促進事業を行っております。この事業は，障害の有無にかかわらず，患者

さんであっても，誰もが安全に安心にスポーツができるように，地方公共団体が行うスポ

ーツを通じた健康増進に資する取組を支援するものであります。自治体が行う取組に対し

てスポーツ庁が補助をさせていただく事業になっております。 

 こちらが，2019 年度に本事業に御参画いただいた自治体の例であり，門真市の事例にな

っております。門真市、門真市医師会，関西医科大学が連携して，生活習慣病の患者さん

を対象に，サルコペニア予防のためのプログラムに取り組んでいる，そういった事例にな

っております。 

スポーツ庁では、日本医師会とも積極的に連携を図らせていただいており，令和 2 年 11

月には，感染症対策を実施した上で，健康二次被害の予防のための運動・スポーツを実施

していただくため，リーフレットを日本医師会の御協力を得て作成しております。 

 また、今年 6 月には，日本医師会からスポーツ庁に対し「運動・スポーツ施策に関する

提言書」が提出されております。日本医師会には，スポーツ庁が実施している医療とスポ

ーツが連携する取組に御協力いただいており、この提言書を踏まえまして，スポーツと医

療の連携の促進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に，運動・スポーツの実施に向けた普及啓発として，こういった動画をスポーツ庁で

作成しております。こちらは，自分のペースで簡単に自分の身体の状況を知ることができ

るセルフチェック動画になっており，ホームページでも公表させていただいております。

長官自らが出演されております。こうした動画を例えば大学の講義とかで取り入れていた

だくと，スポーツ医科学の価値を学生さんに知っていただく機会にもなると考えておりま

すので，御活用していただけると大変ありがたく考えております。 

 次のスライドですけれども，スポーツを通じた健康増進の施策の取組のためには厚労省

との連携が必要ですので，厚労省との連携についても様々な場面で積極的に図らせていた

だいています。 

最後になりますが，スポーツは，楽しさや喜びを感じられるとともに，心身の健康に多
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大なる価値を有していると私どもとしては考えております。「人生 100 年時代」と言われる

この時代において，こうしたスポーツの価値をますます高めていくためには，特に医療と

の連携が不可欠であると考えております。スポーツ庁では，医療とスポーツの連携を促進

するための施策を引き続き行っていきたいと考えておりますので，医療関係者の皆様方に

おかれましても，引き続き，御理解，御協力を賜りますようお願いいたします。 

説明は以上でございます。ありがとうございました。 
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 よろしくお願いいたします。厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室の小林でござ

います。本日は貴重なお時間をいただきまして，ありがとうございます。 

 冒頭の錦の挨拶にもございましたが，厚生労働省としましては，シームレスな医師養成

の取組を進めているところでございます。今回は，このシームレスな医師養成が行われて

きた流れとともに，令和 3 年から 4 年にかけた動きについての情報提供を行えればと思っ

ております。 

 従来からの臨床教育における課題としましては，臨床実習においては，見学中心で，実

習の実践性が乏しく，習得度が高くないのではないかという御指摘や，また，医師国家試

験を挟んで卒前・卒後による分断が発生しており，研修内容に重複が生じていると言われ

ておりました。このような課題の解決のため対策が考えられてきました。 

 共用試験導入に至る議論の流れにつきましては，まず，医師法 17 条では，医師でなくて

は医業をなしてはならないとされております。この医師法と臨床実習の関係を整理するも

のとして，平成 3 年に臨床実習検討委員会最終報告，いわゆる前川レポートを取りまとめ

ております。こちらでは，医学生の医行為も，その目的・手段・方法が，社会通念から見

て相当であり，医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度であれば，基本的に違法

性はないと解釈できると整理しております。この違法性の阻却の条件として 4 つを必要と

しており、①侵襲性のそれほど高くない一定のものに限られること，②指導医による指導・

監督の下に行われること，③臨床実習に当たり事前に医学生の評価を行うこと，④患者等

の同意を得ること，この 4 点が必要とされております。この③臨床実習に当たる事前に医

学生の評価を行うこととして，平成 13 年の「21 世紀における医学・歯学教育の改善方策

について」で，臨床実習開始前の適切な評価システムの構築として共用試験システムの開

発が行われました。 

 共用試験の概要です。共用試験は，平成 13 年からのトライアルを経て，2005 年（平成

17 年）から正式実施をされております。知識を評価する CBT と，技能・態度を評価する OSCE

の，2 つを合格することで共用試験が合格となり，合格の学生には AJMC が発行する Student 

Doctor 認定証が発行され，病院実習に参加することができます。 

この流れの中で，平成 30 年に、日本医師会及び AJMC から以下の提言が出されておりま

厚生労働省説明 

「 シ ー ム レ ス な 医 師 養 成 に つ い て 」 
厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室企画専門官 

小林 綾子 
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す。共用試験（CBT，OSCE）を公的なものにすること、診療参加型臨床実習の実質化を図り，

Student Doctor として学生が行う医行為を法的に担保することです。 

このような医学界の流れもあり，厚生労働省としては，総合的な診療能力を持つ医師の

シームレスな養成に取り組んできました。これまでの分断された医師養成課程を，よりシ

ームレスにつなげていくことを目標として，5 つの取組を進めております。まずは，平成

30 年に，①医学生が臨床実習で行う医行為を整理しております。⑤医師国家試験におきま

しては，出題傾向として「臨床実地問題」により重点を置くこととしております。そして，

令和 2 年の臨床研修の見直しにおいては，②基本的な診療能力を身につけるため，外来研

修，外科，産婦人科，小児科，精神科を必修化としております。また，令和 2 年から，④

「Post CC OSCE」の正式実施により，医学生が主体的に臨床実習に参加することにつなが

ると考えております。そして，今回の法改正では，①後半部分，そして③「医学生の共用

試験位置づけの整理と医学生の医療の位置づけの明確化」というものを行っております。 

 取組について個別に見ていくと，①医行為の例示につきましては，診療参加型臨床実習

が促進されるように，平成 3 年の前川レポートでは，「一定の条件下で許容される基本的行

為の例示」という形で医行為を例示しておりましたが，平成 30 年の門田レポートでは，「医

師養成の観点から医学生が実施する医行為の例示について」で，必須項目，推奨項目とい

った提示をさせていただいております。 

 次に，臨床研修におきましては，卒前・卒後の一貫した医師養成の観点で令和 2 年に見

直しを行っております。医学教育モデル・コア・カリキュラムと整合的な到達目標・方略・

評価を作成しております。 

 平成 28 年の医学教育モデル・コア・カリキュラムと令和 2年の臨床研修の到達目標を見

比べていただきますと分かりますように，整合的な目標となっております。 

 また，直接的には関係ありませんが，臨床研修の指導医講習会の開催状況と修了人数を

示したグラフです。平成 15 年から、臨床研修指導医講習会は計 2,809 回行われ，9万 2,273

人の指導医が養成されております。指導医講習会につきましては、今回参加されている大

学の先生方の御尽力あってのものと考えており，御礼を申し上げます。 

 そして，共用試験の公的化，医学生の医行為の法的位置づけの明確化につきまして，医

道審議会医師分科会で検討し，令和 2 年 5 月に報告書をまとめております。2 つ目の四角

の（1）共用試験 CBT の公的化につきましては，問題の精度管理の手法や評価方法が確立さ

れているため，公的化に相当する試験である。そして，共用試験臨床実習前 OSCE の公的化

に関しても，医学教育の中で臨床実習前に技能と態度を試験する機会として確立しており，

CBT とともに公的化すべきである。そして，いわゆる Student Doctor の法的位置づけにつ

きましても，共用試験を公的化することで一定の水準が公的に担保されることから，実習

において医行為を行う，いわゆる Student Doctor を法的に位置づけることが可能ではない

かというまとめを行っております。 

こちらを受けまして，令和 3 年 5 月に医療法等の一部を改正する法律の中で，医師養成
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課程の見直しとして医師法の改正を行っております。①共用試験合格を医師国家試験の受

験資格要件とすること，これは令和 7 年 4月 1 日の施行となります。②同試験に合格した

医学生が臨床実習として医療を行うことができる旨を明確化すること，こちらは令和 5 年

4 月 1 日より施行となります。 

 医師法改正の内容ですが，共用試験合格を医師国家試験の受験資格の要件として医師法

上位置づけるとともに，臨床実習において医業を行うための要件とする、また，医学生が

行う医業の法的位置づけの明確化としては，医師法 17 条，医師でなくては医業をなしては

ならないという規定に関わらず，大学が行う臨床実習におきまして，医師の指導監督の下

に，医療に関する知識及び技能を修得するために医業を行うことができることとされてお

ります。 

 こちらは実際の条文となっております。いま一度，条文に関しても目を通していただけ

ればと思いまして，載せております。お時間のあるときにご覧ください。 

 ただ，共用試験におきましては，やはり国家試験と内容が異なるため，医療安全や学生

保護等の観点から，医師の指導監督の下であるとしても，一定の医業については医師法施

行令において除くことにより行えないこととされております。そのため，医学生の臨床実

習で行う医業の範囲に関する検討会を開催しまして，ここで臨床実習における指導監督の

状況について確認し，さらに診療参加型臨床実習の実施を促すため，政令で除くべき医業

及び今後の臨床実習を円滑かつ安全に実施するための方策について検討を行い，医学生が

臨床実習で行う医業の範囲に関する考え方について令和 4 年 3 月に報告書を取りまとめて

おります。 

 検討会報告書概要のスライドですけれども，臨床実習における医行為の違法性阻却の条

件と今般の法改正との関係につきましては，令和 3 年の前川レポートにおいて違法性阻却

の 4 条件というものをまとめておりますけれども，この整理においては，医学生の医業が

医師法に位置づけられて以降も引き続き妥当であり，今後もこの考え方に沿うべきものと

しております。 

大学における管理につきましては，医学教育モデル・コア・カリキュラムの診療参加型臨

床実習ガイドラインに，臨床実習における大学の役割を記載してありますが，医学生が行

う医業は，今後も引き続き，大学における臨床実習の統括部門の管理の下，適切に指導監

督されることが重要としております。 

患者の同意につきましては，当面の間は，院内掲示のみをもって同意とするのではなく，

例えば入院患者からは包括同意を文書で取得し，さらに侵襲的な行為を行う際には個別同

意を取得することなどを検討すべきとしております。 

そして、侵襲的な医行為及び判断を伴う行為につきましては，医学生が行うべきではない

医行為を個別列挙することは医学的な観点からも困難としており，大学の統括部門が定め

た範囲を遵守した上で，指導監督を行う医師が決定することが適当としております。 

その上で，処方箋の過誤がある場合には重大事故を招きかねないことや，医学生が薬剤師
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からの疑義照会に適切に対応できないおそれがあることから，処方箋の交付は政令で除く

べき医業に当たるのではないかとまとめております。 

 検討会報告書に拠りまして，臨床実習において除く医業について政令を公布しておりま

す。令和 4年 3 月 30 日，処方箋の交付を除くことを医師法施行令で定めております。 

 また，令和 5 年 4月 1 日から公的化される共用試験の在り方につきましては，医道審議

会医師分科会に医学生共用試験部会を設置して検討を行いました。部会での意見を令和 4

年 5 月に取りまとめております。合格基準の設定の在り方に関しましては，令和 5 年から

全大学の受験者に共通して適用される統一合格基準を設定すること、受験機会の確保の在

り方については，全大学において，本試験を受験できなかった者及び本試験で不合格とな

った者を対象とした試験を 1 回実施すること。OSCE の在り方の課題の数及び種類について

は，各大学における課題の数及び種類を統一し，令和 5年度から 8課題を実施すること、

評価の体制につきましては，評価者の能力を向上させるとともに評価の質を保証すること、

模擬患者においては，医療面接においては，模擬患者の能力を向上させるとともに医療面

接の質を保証し，身体診察の模擬患者については，令和 7 年度までに，医学生が模擬患者

を担当することの是非を検討することとしております。この意見に基づきまして共用試験

を定める省令を作成しており，現在，パブリックコメントを行っているところでございま

す。 

 今後とも，大学の先生方の御尽力をいただきながら，シームレスな医師養成に向けた取

組を着実に進めていきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 
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ありがとうございます。それでは，時間の限りもありますので，引き続き参ります。医

学のコアカリ調査研究チームの座長を務めている小西靖彦です。 

 今回の改訂について 10分で説明することは大変至難なものですから，皆さんには資料を

全てお渡ししました。その上で，要点のみ，赤線と囲みでお伝えするという失礼をお許し

ください。 

コアカリの改訂方針，基本方針は，ここに掲げた 7つです。主なものは上 2つ，資質・

能力，いわゆるコンピテンスと呼ばれるものの改訂。2 つ目は，アウトカム基盤型教育に

よる記載への大幅な変更と，学修方略と学修者評価を入れたことなどでございます。 

 令和 4年度改訂版では，10の資質・能力を掲げています。先ほど伊藤課長からもありま

したように，「総合的に患者・生活者をみる姿勢」，「情報・科学技術を活かす能力」など，

新たな視点が入っております。 

10個の資質・能力は，学修目標の属性と階層性を分かりやすくするためにアルファベッ

ト 2文字で表しています。

平成 28年度版のコアカリの Aから Gの項目は，全面的に変更いたしました。1年生から

6 年生への順次性に基づく記載の基本線は改訂いたしまして，卒業時に身につけておくべ

き資質・能力ごとへの記載というふうに大きく舵を切っております。 

 新たなコアカリは，資質・能力ごとに 4層の構造を取っています。「患者ケアのための診

療技能」，Clinical Skillの略で CSですが，ここを基に簡単に説明をいたします。第 1層

目には，簡略な説明をつけました。続いて第 2 層，CS-05 には，例として「医療の質と患

者安全」を掲げましたが，ここにも説明文が記載されています。第 3層目として，CS-05-01

「医療の質の向上」，CS-05-02「医療従事者の健康管理」などなどが続いてまいります。4

層目，例えばこの CS-05-02-01の部分では，「医療従事者に求められる健康管理」，括弧内

は省略いたします，「職業感染対策を実践する」というような動詞を含んだ学修目標の形と

第 4層目はなっております。 

 旧コアカリの Dや Eのところにあり学修目標であちこちに登場しておりました疾患名な

どについては，別表化いたしまして見やすくするとともに，重複についても検討を加えま

した。別表 1の疾患をここには例示いたします。基本的な疾患を黒丸で示しております。

医学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する調査研究チ

ームから，令和 4年度改訂版コアカリ（案）報告 

医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂等に関する 

調査研究チーム座長 

小西 靖彦 
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現状で 190余りとなっております。 

 学修目標についてですが，平成 28年度版で，呼吸器系とか皮膚系とか個別に本文に記載

されていた機能，構造，症候，検査法，特異的治療などは，それぞれ臓器系にまとめて，

別表の 2の 1から 2の 19というふうにまとめております。 

 そのほか，主要症候，主要な臨床・画像検査，基本的臨床手技なども別表として記載を

いたしました。 

 制度改正等との整合では，先ほど厚生労働省の小林専門官からもありましたように，共

用試験の公的化を受けた厚労省の政令に沿いまして，臨床実習ガイドラインに記載をいた

しております。また，国家試験との整合についても検討して，学修すべき疾患の適正化を

コアカリ側から図りました。

これについては次のスライドで。疾患の適正化では，厚労省の厚労科研で既に示されて

おりました提言と評価を基盤といたしました。この先行研究での 6名の評価で選ばれた疾

患がございましたので，これを基礎に，私たちコアカリチームが再度，重要疾患の漏れと

削除の妥当性を検討しております。最後に下に図示しましたレベル付けを行った上で，過

半数の委員が A，「医学部 6年間で必ず身に付けるべき」と判定した疾患を改訂版のコアカ

リに採用するという形としております。

時間の制限もございますので，改訂案の例は下線の部分のみお伝えすることでお許しく

ださい。例えば，新しくできました「総合的に患者・生活者をみる姿勢」（GE）では，全人

的な視点とアプローチ，臓器横断的な診療に関する学修目標を充実するということとして，

地域におけるプライマリ・ケアに関する学修目標を充実，重要視しております。 

 また，これも新設の「情報・科学技術を活かす能力」（IT）では，情報・科学技術の進歩

への対応はもちろんのこと，倫理を重視いたしました。また，20年後以降の社会を想定し

て，スライドに掲げた 3つの観点，倫理観とルール，それから情報・科学技術の原理及び

その活用という学修目標を設定しているところでございます。 

コアカリが 6年間を通じたものであるということは，言わずもがななんですが，重要で

す。コアカリがプレの共用試験の出題基準となっていたこともございまして，4 年生の能

力という認識が一部にございましたが，ここは 6年間の卒業時の能力，アウトカムである

ということを確認いたしまして，CATO とも共有しております。旧版のコアカリ学修目標と

の対照表，これは大きく構造を変えましたので，対照表を作りました。学修目標での「動

詞」の選定について，例えば「Does」レベルの「実施できる」と，「Shows how」レベルの

「実演できる」などの検討を加えております。 

 そのほか感染症，これは大変重要でございますので，包括的に「市中感染症」，「医療関

連感染」というふうな記載を行い，含まれる個別疾患で高頻度，重要なものを厳選して別

表に提示いたしております。また，実臨床で必要な「考え方のステップ」，下のほうに書い

てございますが，これを提示するということにいたしました。 

コアカリに初めて学修方略と学修者評価の章立てをいたしました。方略と評価は対にな
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ることが多いために，1 つの章としております。学修方略を考える際に必要となる，ある

いは参考となる教育学の理論を示し，近年，飛躍的な発展を遂げている ICT（情報通信技

術）を利用した学修方略についても触れております。 

 また，学修者評価でも，評価の重要な概念・考え方を示しました。一つの大方針として，

方略・評価ともに特定の方法を推奨・指定するものではないという風な考えで進めており

ます。これは，大学の自由なカリキュラム設定を促す方向性を重視しているということに

よります。 

 時間的制約がありますので，一部のみイメージでお示しいたします。例えば成人学習理

論についてと，オンライン教育における同期型か，あるいは非同期（オンデマンド型）か

などについて，短い記載で教育方略を解説しました。これは，一方の当事者であります学

生がこのコアカリを読むということも想定して作ったものでございます。 

 評価も同様です。評価の妥当性・信頼性と実務的要素あるいはポートフォリオ評価など，

臨床実習での評価で使用されることの多いものについても記載をいたしました。 

 なお，方略と評価につきましては，現場の指導医に役立てるということを考えて，より

実践的な「方略と評価の Good Practice」を掲載しています。 

 ここでも抜粋イメージのみで申し訳ございませんが，コミュニケーションの医療面接に

ついても学修評価でよい例を示しました。様々な学修段階において，講義，動画視聴とグ

ループ討議，ロールプレイなど，多彩な学修方略を例示しております。

また，生涯にわたって学ぶ姿勢では，ここでは Peer-assisted learning，同僚と協働し

て学ぶという Good Practice を挙げているところでございます。 

 診療参加型臨床実習実施ガイドラインにおきましては今回の改訂でも充実を図っていま

す。序章から，最後，アペンディックスの EPAという章立てにいたしております。また，

右の図は，臨床実習のときから臨床能力を育てたいというイメージを示したものでござい

ます。 

臨床実習ガイドラインでも，目標，方略，評価について記載をしております。方略では

ローテートする診療科について示しました。なお，基本診療科については JACMEとの協議

をしているところでございます。評価では DOPSを加えました。 

アペンディックスとして，学生を信頼して任せられる役割，いわゆる EPAを概念として

説明をしています。また，この EPAを評価として使用する場合もあるかと考えまして，こ

のような場合に，右の図に，そのツール例あるいはその必要となる条件，EPA を行うため

のトレーニングなどについて例示したところでございます。最後のスライドになります。 

 以上，大変恐縮ですが，10分間の駆け足で改訂版コアカリの説明を行いました。先ほど

伊藤課長からも御案内がありましたように，コアカリは現在，8月 21日までの予定で文科

省のホームページでパブコメを受け付けております。どうぞ皆様方の御意見をお願いいた

したいと思います。 

私からは以上です。ありがとうございました。 
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